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表紙

証券コード　9996

第 74 回
定時株主総会招集ご通知

開 催 日 時

開 催 場 所

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

仙台市青葉区中央一丁目１番１号
ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代の間(西)
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
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株主各位

証券コード　9996
（発送日）2023年６月12日

（電子提供措置開始日）2023年６月  7日
株 主 各 位

仙台市宮城野区扇町五丁目６番22号

代表取締役社長 古山　眞佐夫

　当社ウェブサイト　　http://www.satoh-web.co.jp/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第74回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第74回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますの
で、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ資料室」「株主総会（招集通
知）」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサ
イトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サトー商会」また
は「コード」に当社証券コード「9996」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情
報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確
認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、事前に書面（郵送）またはインターネットにより議決権を
行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月28
日(水曜日)午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよ
うご返送ください。
［インターネットによる議決権行使の場合］
　後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、上記の行使期限ま
でにご入力ください。

敬　具
－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

２．場 所
仙台市青葉区中央一丁目１番１号
ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代の間（西）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報告事項
１．第74期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第74期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

４．招集にあたっての決定事項
次頁【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

記

以　上

－ 2 －
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議決権行使等についてのご案内

【議決権の行使等についてのご案内】
〇書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の

表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
〇インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有

効なものとしてお取り扱いいたします。
〇インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
○本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載

した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等
委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連
結計算書類及び計算書類の一部であります。

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

○ご出席の株主さまへの手土産のご用意はございません。
○代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する株主の方に委任する場合に

限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。また、この場合、株主さまご本人
の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承
ください。

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、切手を貼らずにご投
函ください。

当日ご出席の際は、議決権行使書用紙
をご持参いただき、会場受付にご提出
ください。

行使期限 行使期限 日　時

2023年６月28日（水曜日）
午後５時30分まで

2023年６月28日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

その他の議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

－ 4 －
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議決権行使等についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができま
す。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

－ 5 －
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剰余金処分議案

第１号議案 剰余金処分の件

①　配当財産の種類 金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及び
その総額

当社普通株式１株につき金 16円 といたしたい
と存じます。また、この場合の配当総額は
133,446,384円 となります。
なお、中間配当金として１株につき15円をお支
払いしておりますので、当期の年間配当金は１
株につき31円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日 2023年６月30日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつと考えております。そのため、
長期的な視点に立って事業の拡大、利益の向上、財務基盤の強化とともに株主資本の充実に努
めてまいります。
　第74期の配当につきましては、長期的に安定した配当の継続を基本としながら、今後の事
業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

・期末配当に関する事項

－ 6 －
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取締役選任議案

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

候補者番号 氏　名 現在の地位及び担当 属　性 取締役会
出席回数

取締役
在任年数

1 さ

佐
とう

藤
 

 
まさ

正
ゆき

之 取締役
会長 再 任

　
13回

13回　
45年　

2 ふる

古
やま

山 
ま

眞
さ

佐
お

夫 代表取締役
社長 再 任

　
10回

10回
(2022年6月就任以降)

1年
　

3 さ

佐
とう

藤
 

 
のり

典
ひろ

大 代表取締役
副社長 再 任

　
13回

13回　
10年　

4 かじ

梶
た

田
 

 
まさ

雅
ひと

仁 専務取締役 再 任
　

13回
13回　

14年　

5 たき

滝
ぐち

口
 

 
よし

良
はる

靖 取締役 再 任
　

13回
13回　

14年　

6 き

木
むら

村
 

 
よし

喜
あき

昭 取締役
社長室長 再 任

　
13回

13回　
13年　

7 ふじ

藤
わら

原
 

 
とく

督
ひろ

大
取締役
管理本部長
　兼人事部長

再 任
　

13回
13回　

4年　

8 あい

相
はら

原 
ゆき

幸
まさ

政 取締役
営業本部長 再 任

　
10回

10回
(2022年6月就任以降)

1年
　

9 あ

阿
べ

部 
のり

徳
あき

章 取締役
営業本部副本部長 再 任

　
10回

10回
(2022年6月就任以降)

1年
　

10 しも

下
やま

山
だ

田 
しん

信
いち

一
取締役
管理本部副本部長
　兼総務部長

再 任
　

10回
10回

(2022年6月就任以降)
1年
　

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）
は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後
の方向性、取締役候補者の業務執行状況等について検討いたしました。その結果、取締役会の
構成、各候補者の専門知識、経験や業績等を踏まえ、本議案で提案されている各候補者は、当
社の取締役として適任であるとの結論に至りました。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者番号

１
　

さ

佐
とう

藤
 

 
まさ

正
ゆき

之 (1948年11月17日生) 再 任
　

    1974年    10月 当社入社
    1978年    5 月 当社代表取締役副社長
    1990年    3 月 当社代表取締役社長
    2010年    6 月 当社代表取締役会長
    2017年    4 月 当社取締役会長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 178,483株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
㈱サトー興産　代表取締役社長
公益財団法人サトー育英財団　代表理事

　

候補者番号

２
　

ふる

古
やま

山
 

 
ま

眞
さ

佐
お

夫 (1957年１月18日生) 再 任
　

    1980年    3 月 当社入社
    1996年    5 月 ㈱郡山サトー商会（現当社郡山営業所）取締役
    2004年    4 月 当社盛岡営業所長
    2008年    2 月 ㈱アキタサトー商会　取締役（現任）
    2008年    4 月 ㈱アキタサトー商会　代表取締役社長
    2022年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 5,500株

取締役会への出席状況 10回／10回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

【取締役候補者とした理由】
1978年より取締役として経営に携わり、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、経

営戦略、商品戦略をはじめ強いリーダーシップを発揮しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有
していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

【取締役候補者とした理由】
2008年より子会社の代表取締役として経営に携わり、営業部門に従事して豊富な経験を有し、グループ会

社の業容拡大に尽力しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締
役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者番号

３
　

さ

佐
とう

藤
 

 
のり

典
ひろ

大 (1981年７月24日生) 再 任
　

    2007年    12月 当社入社
    2013年    6 月 当社取締役社長室長
    2014年    7 月 当社取締役給食部長
    2017年    4 月 当社代表取締役副社長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 121,336株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

候補者番号

４
　

かじ

梶
た

田
 

 
まさ

雅
ひと

仁 (1967年３月15日生) 再 任
　

    1989年    3 月 当社入社
    2004年    9 月 当社惣菜部長
    2009年    6 月 当社取締役惣菜部長
    2010年    6 月 当社取締役営業本部副本部長兼惣菜部長
    2013年    6 月 当社専務取締役営業本部長
    2022年    4 月 当社専務取締役（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 1,600株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

【取締役候補者とした理由】
2013年より取締役として経営に携わり、営業・管理部門ともに従事し、企業経営において幅広い見識を有

し、経営企画や販売企画などの立案に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると
判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

【取締役候補者とした理由】
2009年より取締役として経営に携わり、営業部門に従事して豊富な経験を有し、当社及びグループ会社の

業容拡大に尽力するなど、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者番号

５
　

たき

滝
ぐち

口
 

 
よし

良
はる

靖 (1963年７月23日生) 再 任
　

    1986年    3 月 当社入社
    2001年    10月 当社システム部長
    2009年    6 月 当社取締役業務本部長
    2010年    6 月 当社常務取締役営業本部長
    2013年    6 月 当社代表取締役社長
    2022年    6 月 当社取締役（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 1,000株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

候補者番号

６
　

き

木
むら

村
 

 
よし

喜
あき

昭 (1957年１月20日生) 再 任
　

    1998年    10月 当社入社
    2006年    11月 当社給食部長
    2010年    6 月 当社取締役営業本部副本部長兼給食部長
    2013年    6 月 当社常務取締役営業本部副本部長兼給食部長
    2014年    7 月 当社専務取締役経営戦略本部長
    2018年    4 月 当社取締役企画室長
    2020年    9 月 当社取締役社長室長（現任）

略歴、当社における地位、担当

所有する当社の株式数 900株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
㈱ジェフサ　代表取締役社長
㈱ジェフサ東北物流　代表取締役社長

　

【取締役候補者とした理由】
2009年より取締役として経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有するなど、当社の取

締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

【取締役候補者とした理由】
2010年より取締役として経営に携わり、主に営業部門に従事して豊富な経験を有し、経営企画、商品企画

の立案に精通しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補
者といたしました。
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取締役選任議案

候補者番号

７
　

ふじ

藤
わら

原
 

 
とく

督
ひろ

大 (1958年８月22日生) 再 任
　

    2017年    6 月 当社入社人事総務部　課長待遇
    2017年    10月 当社人事部長
    2019年    6 月 当社取締役管理本部長兼人事部長兼総務部長
    2020年    2 月 当社取締役管理本部長兼人事部長兼経理部長
    2021年    4 月 当社取締役管理本部長兼人事部長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 －株

取締役会への出席状況 13回／13回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

候補者番号

８
　

あい

相
はら

原
 

 
ゆき

幸
まさ

政 (1972年２月３日生) 再 任
　

    1995年    4 月 当社入社
    2013年    1 月 当社学校給食部長
    2022年    1 月 当社営業本部副本部長兼学校給食部長
    2022年    4 月 当社営業本部長
    2022年    6 月 当社取締役営業本部長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 2,800株

取締役会への出席状況 10回／10回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

【取締役候補者とした理由】
2019年より取締役として経営に携わり、これまでの豊富な経験を活かし、人事制度やリスク管理に精通し

ており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

【取締役候補者とした理由】
　入社以来営業に携わり、営業部門に従事して豊富な経験を有し、特に営業本部長として当社の業容拡大に尽
力しており、当社の取締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたし
ました。

－ 11 －
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取締役選任議案

候補者番号

９
　

あ

阿
べ

部 
のり

徳
あき

章 (1971年１月29日生) 再 任
　

    1993年    4 月 当社入社
    2017年    4 月 当社給食部長
    2022年    4 月 当社営業本部副本部長
    2022年    6 月 当社取締役営業本部副本部長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　

所有する当社の株式数 －株

取締役会への出席状況 10回／10回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

候補者番号

10
　

しも

下
やま

山
だ

田 
しん

信
いち

一 (1963年７月８日生) 再 任
　

    2019年    4 月 当社入社総務部総務課長
    2020年    1 月 当社総務部長
    2022年    6 月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長（現任）

略歴、当社における地位、担当

　
所有する当社の株式数 －株

取締役会への出席状況 10回／10回(100％)

重要な兼職の状況
なし

　

【取締役候補者とした理由】
　入社以来営業に携わり、営業部門に従事して豊富な経験を有し、当社の業容拡大に尽力しており、当社の取
締役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

【取締役候補者とした理由】
　2019年に入社後、これまでの豊富な経験を活かし、法務・コンプライアンスに精通しており、当社の取締
役として相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険契約の内容の概要は

事業報告「２．会社の現況⑶会社役員の状況③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のと
おりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 12 －
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取締役選任議案

氏名 企業経営 営業 商品開発 システム 財務会計 法務

社
内

佐藤 正之 ○ ○ ○

古山 眞佐夫 ○ ○

佐藤 典大 ○ ○ ○

梶田 雅仁 ○ ○

滝口 良靖 ○ ○

木村 喜昭 ○ ○

藤原 督大 ○ ○

相原 幸政 ○ ○

阿部 徳章 ○ ○

下山田 信一 ○

高　 貴一 ○

社
外

阿部 仁紀 ○ ○

岡田 哲男 ○ ○

鈴木 　貴 ○

【ご参考】本総会後の取締役のスキルマトリックス
本総会の第２号議案が原案どおり承認可決された場合における本総会後の取締役のスキル

マトリックスは以下のとおりです。

－ 13 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定議案

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）について年額180百万円以内（ただし、使用人兼務取
締役の使用人分給与は含まない。）とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済
情勢や経営環境の変化により、今後ますます取締役の責務や期待される役割が拡大しているこ
とを考慮いたしまして、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を年額230
百万円以内に改定させていただきたいと存じます。
　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来どおり使用人兼務取
締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動
向等を総合的に勘案して取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
また、当社の取締役個人別の役員報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告「２．会社の現況
⑶会社役員の状況④取締役の報酬等ハ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別
の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項」に記載のとおりであります。
　現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名（うち社外取締役０名）であり
ますが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は10名（うち社外取締役０名）となり、人員数に変更ありません。
　なお、本議案の内容については、監査等委員会から取締役(監査等委員である取締役を除
く。)が、当社の企業価値向上のための責務を果たすにあたり、当該報酬等の内容は相当であ
ると判断したと意見表明を受けております。

－ 14 －
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監査等委員である取締役の報酬額改定議案

第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

　当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総
会において、年額25百万円以内とご承認いただき今日に至っております。その後の経済情勢
や経営環境の変化により、今後ますます監査等委員である取締役の責務やコーポレートガバナ
ンスの強化として期待される役割が拡大していることを考慮いたしまして、監査等委員である
取締役の報酬限度額を年額35百万円以内に改定させていただきたいと存じます。
　本議案は、当社の規模や今後の動向等を総合的に勘案して監査等委員会で決定しており、相
当であるものと判断しております。
　なお、現在の監査等委員である取締役は４名（うち社外取締役３名）であります。

以　上

－ 15 －
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当事業年度の事業の状況

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度（2022年４月１日～2023年3月31日）における我が国経済は、新型コ

ロナウイルス感染症による行動制限が徐々に緩和され政府観光支援の影響などから外出機
会の増加で人流も回復し、国内の社会経済活動の正常化の兆しが見え始めた一方、ロシ
ア・ウクライナ情勢の長期化による資源・エネルギー価格の高騰や、インフレ警戒による
各国の金融引締めによる急激な為替変動等も懸念され、依然として先行き不透明な状況が
続いております。

当社が経営基盤としている東北地区におきましても新型コロナウイルス感染症の影響は
収束に向けて、政府による観光支援策等の効果もあり、個人消費の持ち直しをはじめ景気
は回復基調で推移いたしました。

このような経営環境のもと当社グループは、「会社の堅実な運営発展」と「社員の豊か
な生活増進」を経営理念とし、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えて原点に立ち返
り、2022年度経営方針「市場の深耕拡大」をスローガンとし、顧客訪問と現場フォロー
の率先垂範を実行するとともに、営業体制の強化を最優先に業種別のサービス力と商品力
の強化を行い、市場占有率向上にむけて取り組んでまいりました。併せて、定期的な抗原
検査の実施やワクチン接種の推進など従業員の健康管理についても全社で取り組んでまい
りました。

この結果、当連結会計年度の業績については、売上高436億67百万円(前期比12.4％
増)、営業利益は12億40百万円(同44.9％増)、経常利益は13億54百万円(同34.9％増)、親
会社株主に帰属する当期純利益は9億68百万円(同54.2％増)となりました。
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当事業年度の事業の状況

卸売業部門 売上高 377億68百万円(前期比12.3％増) 営業利益 16億46百万円(前期比25.5％増)

小売業部門 売上高 58億98百万円(前期比13.1％増)  営業利益 3億5百万円(前期比44.1％増)

セグメントの業績は次のとおりであります。

卸売業部門におきましては、行動制限の緩和による人流の回復、政府による観光支援策、各種イベン
トの再開により、特に観光関係を中心に回復したことで製菓業種、外食業種、弁当業種が大きく伸張
し、すべての業種で前期の売上高を上回ることが出来ました。また、お客様への更なる深耕を図るため
に、3年ぶりに展示会並びに提案会を開催し、じっくりとお客様の話をお聞きし、課題解決の一助となる
人手不足対策商品や省力化商品など利便性に優れた商品の提案を行い、受注増加につなげることが出来
ました。

小売業部門におきましては、行動制限が緩和され外出機会も増加したことから、消費マインドの回復
もみられ、主要顧客である中小飲食店やイベント業者も緩やかに回復をしております。7月に開店した直
営店舗の大河原店は、開店以降多くのお客様を獲得し、計画通りの進捗となっております。またツルハ
ドラッグ店舗内店舗も宮城県、山形県に計5店舗出店し、3月末現在では合計7店舗となり、当社の認知度
の向上、新規顧客を獲得するなど販路拡大に貢献しています。中小飲食店向けには、コロナ禍以降、変
化しているお客様の消費行動の変化に応じたテイクアウト用品の充実化に努めるとともに、グループの
商品調達力を活かし、日頃の愛顧と支援に感謝を込めて、仕入応援の一助となるべく当社のプライベー
トブランドであるJFSA商品の販売企画セールを実施致しました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、6億83百万円であります。
その主なものは、賃貸用マンションの取得（6億35百万円、うち2億24百万円は前連

結会計年度に建設仮勘定にて計上していたもの）、業務用食品直売センター大河原店の
新設（69百万円）であります。

③　資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。
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財産及び損益の状況

区分 2019年度
（第71期）

2020年度
（第72期）

2021年度
（第73期）

2022年度
（第74期）

(当連結会計年度)
売 　 上 　 高(百万円) 49,562 38,421 38,851 43,667
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 1,037 575 628 968

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 116円07銭 64円40銭 71円35銭 116円09銭

総 　 資 　 産(百万円) 32,271 31,643 31,313 33,346

純 　 資 　 産(百万円) 23,710 24,081 23,627 24,324

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,652円01銭 2,693円56銭 2,832円91銭 2,916円52銭

区分 2019年度
（第71期）

2020年度
（第72期）

2021年度
（第73期）

2022年度
（第74期）
(当事業年度)

売 　 上 　 高(百万円) 46,806 34,874 35,079 39,475

当 期 純 利 益(百万円) 976 533 559 863

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 109円21銭 59円69銭 63円52銭 103円55銭

総 　 資 　 産(百万円) 31,139 30,255 29,806 31,629

純 　 資 　 産(百万円) 22,151 22,409 21,890 22,498

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,477円64銭 2,506円47銭 2,624円55銭 2,697円54銭

⑵　財産及び損益の状況
　①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）第73期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用してお
り、第72期の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載してお
ります。

　②　当社の財産及び損益の状況

（注）第73期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用してお
り、第72期の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載してお
ります。

－ 18 －



2023/05/31 15:22:23 / 22946306_株式会社サトー商会_招集通知_電子提供措置用

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所

会　社　名 資本金
（百万円）

当 社 の 議 決 権
比 　 率 （ ％ ） 主要な事業内容

㈱アキタサトー商会 20 100.00
製菓製パン材料、学校給食資材、ホテ
ル・レストラン等の外食資材、小売店向
け惣菜等の販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

⑷　対処すべき課題
国内経済におきましては、5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5

類に引き下げられ、感染対策の大幅な緩和により外出機会に連動し人流も増加することが
見込まれる一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による資源・エネルギーコストの高
騰などにより依然として予断を許さない状況が続くものと思われます。また、当社グルー
プのお客様であります、外食業種、製菓業種、弁当業種及び小売業部門においては、社会
活動や経済活動の活発化により個人消費は増加していくものと思われます。
このような状況のもと、当社グループは、アフターコロナを見据えてより一層の競争力

を強化していくためにお客様の課題を解決するためニーズに合った付加価値のある商品開
発力の強化を行い、潜在的な需要を引き出し、市場の占有率を高めてまいります。
また、引き続き、お客様と一緒になって考え創り出す喜びと、感動をお届けするため、

お客様は勿論、仕入先（地域の生産者含む）、物流関連事業者などを始めとするステーク
ホルダーと共に環境変化に向き合い、業種・職種の枠を超えた総合力でお客様の期待に応
えてまいります。
このような経営環境を踏まえて、当社グループは以下の点に取り組んでまいります。
①　市場環境への対応につきましては、引続きお客様と同じ目線で共に考え、商品開発
や新たな調達先の開拓に努めてまいります。特に、これまでも一定の成果をあげてき
た商品開発におきましてはお客様の現場の課題解決につながる「ＪＦＳＡ」ブランド
を中心とする高付加価値のオリジナル商品に更なる磨きをかけてまいります。また、
昨今、地域ならではの食材やメニューを打ち出したオリジナリティの需要が高まって
いることに適応するため、これまで以上に東北各地域の原材料を使用した地産地消商
品の開発を進めてまいります。他にも、環境変化や多様化するニーズに対応していく
ため、高齢者向け配食サービス及び完全調理品の開発・販売拡大や、メニュー開発、
売場づくりのご提案、調理技術の支援など、お客様と一緒になり市場環境への対応に
取組んでまいります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所

②　業務用食品の小売事業につきましては、顧客のニーズにフィットした定番商品の改
良や核となる商品づくりによる品ぞろえの充実化を行ってまいります。また、ローコ
ストオペレーションの仕組みを再構築し、営業販促活動の強化などによる集客数増加
に向けた取り組みを進め、食の専門化による店舗の魅力最大化を目指します。新店舗
の開業について積極的に進めてまいります。

③　商品調達につきましては、食材の一定量を海外の商社やメーカー経由にて調達して
おり、昨今の世界情勢を勘案し、為替の変動による調達価格の上昇、天候など農作物
の作況等の情勢により食材の市況が変動や輸入規制措置が発令された場合等、食品の
需給動向に大きな変化が生じる場合には、海外の社会情勢や業界の変化に常に注意し
情報収集を行うとともに、可能な限り複数の仕入先を通じた調達原産国の複数化によ
る持続可能な調達に努めております。また、販売実績及び将来の販売予想を慎重に分
析し、十分なバッファを設けて商品の在庫を準備する等、継続的な供給を保証するた
めの対策を講じてまいります。

④　人財の育成及び確保の対応につきましては、従業員の成長が会社の持続的な成長に
繋がるものと考え、次世代を担う人財育成を最重要課題と捉え、人材育成プログラム
として継続的な階層別研修や業務別研修を実施してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願
い申しあげます。

事 業 セ グ メ ン ト 事 業 内 容

卸 売 業 部 門 製菓製パン材料、学校給食資材、給食資材、ホテル・レストラン等の外食資
材、小売店向け惣菜等の販売

小 売 業 部 門 調理冷食中心の各種業務用食品の販売

⑸　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループの事業セグメント及び事業内容は次のとおりであります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所

品 目 主　要　商　品
調 理 冷 食 ハンバーグ、コロッケ、海老フライ、魚フライ、カツ類等
製 菓 材 料 マロン、アップルプレザーブ、マーガリン、バター、チーズ、乳製品等
水 産 品 海老、鰻、帆立、カニ、各種魚切身、魚卵等

農 産 品 米、小麦粉、パスタ類、農産缶詰（みかん、パイナップル等）、冷凍野菜（ほうれ
ん草、里芋、コーン、グリンピース等）、フレンチポテト等

畜 産 品 鶏、牛、豚、ハム、ソーセージ等
調 味 料 そ の 他 砂糖、醤油、味噌、酢、ドレッシング、マヨネーズ、たれ類等

また、主要な商品は次のとおりであります。

名 称 所　在　地
本 社 宮城県仙台市宮城野区扇町五丁目６番22号
盛 岡 営 業 所 岩手県盛岡市流通センター北一丁目４番６号
山 形 営 業 所 山形県山形市南館五丁目５番20号
鶴 岡 営 業 所 山形県鶴岡市文下字沼田198番地３号
福 島 営 業 所 福島県福島市鎌田字卸町24番地の１
郡 山 営 業 所 福島県郡山市喜久田町卸三丁目28番
会 津 営 業 所 福島県会津若松市インター西43番
宇 都 宮 営 業 所 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち四丁目７番８号

業 務 用 食 品 直 売
セ ン タ ー
（ 合 計 　 2 0 店 舗 ）

宮 城 県
（12店舗）

南小泉店、鹿野店、中野栄店、柳生店、木町通店
市名坂東店、仙台朝市店、古川駅東店、荒巻店
佐沼店、石巻蛇田店、大河原店

福 島 県
（５店舗）

郡山桑野店、郡山安積店、いわき平店、福島店
会津若松店

岩 手 県 盛岡店
山 形 県 山形店
秋 田 県 秋田寺内店

名 称 所　在　地
本 社 秋田県秋田市新屋鳥木町１番92号
大 館 営 業 所 秋田県大館市板子石境152番１号

⑹　主要な営業所（2023年３月31日現在）
①　当社の事業所

②　主要な子会社の事業所
㈱アキタサトー商会
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
卸 売 業 部 門 576 （194）名 12名増（3名増）
小 売 業 部 門 77 （77）名 4名減（14名増）
全 社 （ 共 通 ） 34 （9）名 11名減（4名増）
合 計 687 （280）名 3名減（21名増）

男 性 女 性 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
488（129）名 199（151）名 41.9歳 15.4年

男 性 女 性 使 用 人 数 合 計 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
429（117）名 170（148）名 599（265）名 8名減（20名増） 41.9歳 15.6年

⑺　使用人の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート等は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
また、企業集団の使用人の男女の内訳（パート等は（　）内に記載）、平均年齢及び平均勤続年数は次
のとおりであります。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート等は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額
㈱ 三 菱 U F J 銀 行 200百万円
㈱ 七 十 七 銀 行 200
㈱ サ ト ー 食 肉 サ ー ビ ス 120
㈱ サ ト ー サ ー ビ ス 113
㈱ エ フ ･ ピ ー ･ エ ス 50

⑻　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
①　所有権留保資産 該当事項はありません。
②　関係会社に対する保証債務 該当事項はありません。
③　その他 該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

①　発行可能株式総数 23,024,000株

②　発行済株式の総数 9,152,640株
(自己株式812,241株を含む）

③　株主数 3,223名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2023年３月31日現在）

　
外国法人等
1.9％

その他の法人
37.8％

金融機関
7.1％

自己名義
8.9％

金融商品取引業者
0.2％

個人・その他
44.1％

所有者別の株式保有比率

2020年
３月31日

2021年
３月31日

2022年
３月31日

2023年
３月31日

2,419名 2,394名 2,483名 3,223名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 サ ト ー 興 産 1,996千株 23.9％
サ ト ー 商 会 取 引 先 持 株 会 1,009 12.1
株 式 会 社 サ ト ー 商 会 社 員 持 株 会 284 3.4
光 通 信 株 式 会 社 224 2.7
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 218 2.6
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 216 2.6
高 　 橋 　 恵 美 子 198 2.4
日 東 ベ ス ト 株 式 会 社 178 2.1
佐 藤 正 之 178 2.1
上 岡 康 子 172 2.1

（参考）株主数の推移

④　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を812,241株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 　 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 佐 　 藤 　 正 　 之 ㈱サトー興産　代表取締役社長
公益財団法人サトー育英財団　代表理事

代 表 取 締 役 社 長 古　山　眞　佐　夫
代 表 取 締 役 副 社 長 佐 　 藤 　 典 　 大
専 務 取 締 役 梶 　 田 　 雅 　 仁
取 締 役 滝 　 口 　 良 　 靖

取 締 役 木 　 村 　 喜 　 昭
社長室長
㈱ジェフサ　代表取締役社長
㈱ジェフサ東北物流　代表取締役社長

取 締 役 藤 　 原 　 督 　 大 管理本部長兼人事部長
取 締 役 相 　 原 　 幸 　 政 営業本部長
取 締 役 阿 　 部 　 徳 　 章 営業本部副本部長
取 締 役 下　山　田　信　一 管理本部副本部長兼総務部長
取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 ) 高 　 貴 　 一

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 阿 　 部 　 仁 　 紀

公認会計士・税理士
㈲阿部会計事務所　代表取締役社長
㈱アスカ・マネジメント・サービス　代表取締役社長
生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合　監事
一般財団法人愛知揆一福祉振興会　監事

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 岡 　 田 　 哲 　 男 ㈲コックス　代表取締役社長

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 鈴 　 木 　 貴 弁護士

勅使河原協同法律事務所

⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注) １．取締役(監査等委員)阿部仁紀氏、岡田哲男氏及び鈴木貴氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員)阿部仁紀氏は、公認会計士・税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。
３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督

機能を強化するために、高貴一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４．当社は、取締役(監査等委員)阿部仁紀氏、岡田哲男氏及び鈴木貴氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

175百万円
（－）

134百万円
（－）

25百万円
（－）

15百万円
（－）

11名
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

22
（14）

17
（11）

3
（1）

1
（1）

5
（4）

合 計
（うち社外取締役）

197
（14）

151
（11）

28
（1）

17
（1）

16
（4）

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており
ます。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役（監査等委
員を除く。）、監査等委員である取締役及び子会社の役員であり、被保険者は保険料を
負担しておらず、その保険料は当社が全額負担しております。被保険者が会社の役員と
しての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求
がなされたことにより被保険者が被る損害を当該保険契約によって塡補することとして
おります。
　なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、
被保険者における故意又は犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は保険金支払の対象
外としております。

④　取締役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注) １．上表には、2022年６月28日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等
委員を除く）１名（うち社外取締役０名）、取締役（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を
含んでおります。

２．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。

３．業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、その実績は11億94百万円であります。当該
指標を選択した理由は、業績連動報酬として支給する役員賞与は、株主の皆様への継続的に安定し
た利益還元を行う原資として経常利益の向上を重視すべきと考えているためであります。業績連動
報酬の算定にあたりましては、上記指標のほか、総合的に勘案し、判断しております。

４．監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
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会社役員の状況

ロ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
2022年６月28日開催の第73回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもっ

て退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下の通りであります。
・取締役（監査等委員を除く） １名 12百万円
・取締役（監査等委員）　　　 １名  １百万円（うち社外取締役 １名 １百万円）

（各金額には、上記イ．及び過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた
役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。）

ハ．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法
の決定方針に関する事項
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、職責を踏まえた適正

な水準で決定することを基本方針としております。具体的には社外取締役を除く取締
役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および変動報酬としての業績連動報酬等の２
つで構成しております。監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基
本報酬のみを支払うこととしております。

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に応じた職責に応じて他社
水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定して
おります。なお、金銭報酬の額、業績連動報酬等、非金銭報酬等の額の個人別報酬額
に対する割合は定めておりません。また、金銭による固定報酬を取締役の主たる報酬
として捉え、業績連動報酬は補助的な位置づけとしております。

個人別報酬については、取締役会議長たる代表取締役社長が、各取締役の職責をも
とに個人別の基本報酬の具体額を取締役会に提案し、取締役会の決議により決定して
おります。

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長の提案につい
て報酬の決定方針との整合性を含めた多角的な検討を取締役会で行っているため、決
定方針に沿うものであると判断しております。

ニ．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第67回定時株主総会において、取

締役（監査等委員を除く）について年額180百万円以内（ただし、使用人分給与は含
まない。）、取締役（監査等委員）について年額25百万円以内で承認いただいてお
ります。

なお、当該決議時点での取締役員数は、取締役（監査等委員を除く）は９名、監査
等委員である取締役は４名で承認いただいております。
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ホ．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容に関する事項
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標を反映した現金報酬とし、当該事業年

度の利益目標（経常利益）を業績指標としており、毎年一定の時期に支給しておりま
す。事業環境の大きな変化があった場合は、他の指標も勘案する場合があります。業
績連動報酬としての賞与については、当該事業年度の利益目標を達成した場合基本報
酬に一定の割合（原則として基本報酬の1ヶ月）を乗じた額を取締役会決議に基づき
支給します。事業環境の大きな変化があった場合は、利益目標を達成しても減額また
は支給しない場合もあります。

なお、非金銭報酬等の支給はありません。
⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役(監査等委員)阿部仁紀氏は、㈲阿部会計事務所及び㈱アスカ・マネジメン

ト・サービスの代表取締役社長、生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連
合及び一般財団法人愛知揆一福祉振興会の監事を兼務しております。なお、当社は
㈲阿部会計事務所、㈱アスカ・マネジメント・サービス、生活協同組合連合会コー
プ東北サンネット事業連合並びに一般財団法人愛知揆一福祉振興会との間には特別
の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)岡田哲男氏は、㈲コックスの代表取締役社長を兼務しておりま
す。なお、当社は㈲コックスとの間には特別の利害関係はありません。

・取締役(監査等委員)鈴木貴氏は、当社が顧問契約を締結している勅使河原協同法律
事務所に所属しておりますが、その顧問料等は年間10百万円以下であり、多額の
金銭には該当いたしません。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役(監査等委員)
阿部　仁紀

　当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、また、
監査等委員会12回のうち12回に出席いたしました。
　主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から当社の経営を監
視・監督することを期待しており、取締役会において、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査等委員会
において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っておりま
す。

取締役(監査等委員)
岡田　哲男

　当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、また、
監査等委員会12回のうち12回に出席いたしました。
　公認会計士・税理士事務所での長年の勤務経験及び経営に関しての専
門的見地から当社の経営を監視・監督することを期待しており、取締役
会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、
必要な発言を行っております。

取締役(監査等委員)
鈴木　貴

　2022年６月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の
うち10回に出席し、また、監査等委員会10回のうち10回に出席いたし
ました。
　主に弁護士としての専門的見地から当社の経営を監視・監督すること
を期待しており、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っております。また監査等委員会において、当社の
内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額 ( 百 万 円 ）
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 29

⑷　会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　 有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人から監査計画の説明を受け、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積
りの算出根拠等が適切であるかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と
判断して同意いたしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を
決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会に
おきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
　なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監
査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する
議案の内容を決定いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 　 動 　 資 　 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 　 定 　 資 　 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
共 同 施 設 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

19,166,192
1,626,949
4,777,719
9,600,000
2,657,543

31,955
418,767
75,846

△22,589
14,180,049
6,200,448
2,123,062
304,762
157,062

3,589,079
2,237

24,244
171,063
16,273
8,822

145,966
7,808,537
6,161,345
584,520
10,169

694,335
117,874
126,058
119,297
△5,064　

流 動 負 債 8,643,644
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 6,195,891
短 期 借 入 金 683,000
未 払 金 547,023
未 払 法 人 税 等 247,000
未 払 消 費 税 等 120,220
未 払 費 用 149,170
賞 与 引 当 金 377,844
リ ー ス 債 務 435
そ の 他 323,059

固 定 負 債 377,635
退 職 給 付 に 係 る 負 債 58,373
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 226,216
長 期 預 り 保 証 金 33,410
リ ー ス 債 務 1,863
資 産 除 去 債 務 57,772
負 債 合 計 9,021,280

純 資 産 の 部
株 主 資 本 24,275,003

資 本 金 1,405,800
資 本 剰 余 金 1,441,744
利 益 剰 余 金 22,426,586
自 己 株 式 △999,127

その他の包括利益累計額 49,958
その他有価証券評価差額金 38,384
退職給付に係る調整累計額 11,573
純 資 産 合 計 24,324,961

資 産 合 計 33,346,241 負 債 ・ 純 資 産 合 計 33,346,241

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 43,667,288
売 上 原 価 33,930,594

売 上 総 利 益 9,736,693
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,495,960

営 業 利 益 1,240,732
営 業 外 収 益

受 取 利 息 82,154
受 取 配 当 金 8,570
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 31,631
賃 貸 収 入 56,441
そ の 他 18,037 196,835

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,980
賃 貸 収 入 原 価 80,875 82,855
経 常 利 益 1,354,712

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 7,901
そ の 他 55 7,957

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,346,754
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 367,520
法 人 税 等 調 整 額 10,975 378,496
当 期 純 利 益 968,258
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 968,258

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流  動  資  産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固  定  資  産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
共 同 施 設 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

17,858,292
939,518
116,246

4,233,935
9,600,000
2,468,830

31,928
386,354
102,950
△21,471

13,771,156
6,191,342
2,058,370

64,514
287,236
17,179

150,717
3,589,079

24,244
169,390
14,600
8,822

145,966
7,410,423
6,159,445
245,403
47,876
9,967

687,703
101,197
93,393
70,501
△5,064　

流  動  負  債 8,828,651
支 払 手 形 46,809
買 掛 金 5,561,637
短 期 借 入 金 1,533,000
未 払 金 515,205
未 払 法 人 税 等 208,000
未 払 消 費 税 等 104,564
未 払 費 用 130,106
前 受 金 8,682
預 り 金 382,651
賞 与 引 当 金 337,994

固 定 負 債 302,232
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 211,050
長 期 預 り 保 証 金 33,410
資 産 除 去 債 務 57,772
負 債 合 計 9,130,883

純 資 産 の 部
株 主 資 本 22,460,181

資 本 金 1,405,800
資 本 剰 余 金 1,441,744
資 本 準 備 金 1,441,680
そ の 他 資 本 剰 余 金 64

利 益 剰 余 金 20,611,764
利 益 準 備 金 186,710
そ の 他 利 益 剰 余 金 20,425,054
別 途 積 立 金 13,670,000
固 定 資 産 圧 縮
記 帳 積 立 金 112,429
繰 越 利 益 剰 余 金 6,642,624

自 己 株 式 △999,127
評 価 ・ 換 算 差 額 等 38,384

その他有価証券評価差額金 38,384
純 資 産 合 計 22,498,565

資 産 合 計 31,629,449 負 債 ・ 純 資 産 合 計 31,629,449

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 39,475,920
売 上 原 価 30,798,542
売 上 総 利 益 8,677,378

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,655,766
営 業 利 益 1,021,611

営 業 外 収 益
受 取 利 息 82,135
受 取 配 当 金 53,890
賃 貸 収 入 119,777
そ の 他 32,210 288,013

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,461
賃 貸 収 入 原 価 111,132 115,594
経 常 利 益 1,194,030

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 7,901 7,901
税 引 前 当 期 純 利 益 1,186,128
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 305,121
法 人 税 等 調 整 額 17,360 322,482
当 期 純 利 益 863,645

損　益　計　算　書

－ 33 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

取 締 役 会 御　中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤 田 修 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 草 野 耕 司

独立監査人の監査報告書
2023年５月19日

株式会社　サトー商会

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　仙　台　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社サトー商会の2022年4月1
日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社サトー商会及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 34 －



2023/05/31 15:22:23 / 22946306_株式会社サトー商会_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

－ 35 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

2023/05/31 15:22:23 / 22946306_株式会社サトー商会_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

取 締 役 会 御　中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤 田 修 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 草 野 耕 司

独立監査人の監査報告書
2023年５月19日

株式会社　サトー商会

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　仙　台　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社サトー商会の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

－ 38 －
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 39 －
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第74期事業年度にお
ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のと
おり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関す
る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監
査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門
と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 40 －
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

２０２３年５月２６日
株式会社サトー商会　監査等委員会

常勤監査等委員 高 　 　 貴 　 一 ㊞
監査等委員 阿　部　仁　紀 ㊞
監査等委員 岡　田　哲　男 ㊞
監査等委員 鈴 　 木 　 　 貴 ㊞

（注）監査等委員阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴は、会社法第２条第15号及び第331条
第６項に規定する社外取締役であります。

以　上

－ 41 －
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地図

会場
ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代の間（西）
仙台市青葉区中央一丁目１番１号　電話 022-268-2525

交通 ＪＲ仙台駅西口より徒歩１分

株主総会会場ご案内図

※ホテル駐車場の収容台数には限りがあるため駐車できない場合もございます。
なるべく公共交通機関をご利用の上、ご来場くださいますようお願い申しあげます。
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